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横浜市子ども・子育て支援事業計画（仮称）素案に関する 

パブリックコメントの実施結果について 

 

 平成 27 年４月から施行予定の子ども・子育て支援新制度に向けて、現在、「横浜市子ども・子育て支

援事業計画」（仮称）の作成を進めていますが、このたび、計画素案についてのパブリックコメントを実

施しましたので、その結果についてご報告します。 

 

１ 実施概要 

 (1) 実施期間 

   平成 26年 11月８日から 12月８日まで 

 (2) 周知方法 

  ア 素案冊子（約 800部）及び概要版リーフレット（約 30,000部）の配布 

    市役所、区役所、各区社会福祉協議会、保育所、幼稚園、地域子育て支援拠点、青少年活動拠

点、地域ケアプラザ、区民活動支援センター、市立図書館等において配布、閲覧に供しました。 

  イ 関係団体への個別説明 

    町内会連合会、民生委員児童委員協議会、社会福祉協議会、私立保育園園長会、幼稚園協会、

地域子育て支援拠点、小学校・中学校長会、PTA連絡協議会等へ、素案及びパブリックコメントの

実施について説明を行いました。 

  ウ 「子ども・子育て支援新制度フォーラム」の開催（11/8(土)） 

   パブリックコメントのスタートにあわせて、本市の子ども・青少年施策や計画素案へのご意見

をいただく機会として、「子ども・子育て支援新制度フォーラム」を開催し、新制度や子ども・子

育て支援に関する基調講演、パネルディスカッションを行いました（参加者 196名）。 

エ 市ホームページ及び広報よこはま（11月号）への掲載等 

 

２ 意見募集結果 

  市民の皆様から、276 通、2,401 件のご意見が寄せられました。 

   ※SNS を活用したアンケート調査等により 1,562 人の市民の皆様からのご意見を取りまとめてご提出い

ただいたグループがあり、１通、1,562 件として集計しています。 

 

(1) 提出方法         (2) 年齢層別・男女別の意見数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 2 6 年 1 2 月 1 8 日 

こども青少年・教育委員会資料 

こ ど も 青 少 年 局 

男性 女性

19歳以下 110 4.6% 40 70

20歳代 353 14.7% 8 345

30歳代 871 36.3% 43 828

40歳代 318 13.2% 44 274

50歳代 162 6.7% 15 147

60歳以上 78 3.2% 11 67

不明 509 21.2% － －

計 2,401 100.0% 161 1,731

年齢層
男女別

意見数
提出方法 通数

郵送 112

FAX 38

Eメール 119

会議等 7

計 276
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 (3) 施策体系別意見数 

 

 

 

(4) いただいた主なご意見 

ア 計画全般 

  

○「様々な立場や関連機関の連携の必要性」について認識されているにも関わらず、具体的にどのように進

めていくのかについて、事業・取組の中にほとんど反映されていない。「連携」そのものが目的ではなく、

「連携」によって何を獲得していくのかを明確にすることが必要。 

○近所に遊び声がうるさいなどと言う人がいるが、これからの日本を担っていく子ども達をどうか大切に見守

ってほしい。 

○母親が仕事をせずに子育てを選ぶことについて、「これでいいのか」と確認をしなくてはならない現状に不

安を感じる。子育ては大切なことで、多様な母親の形があっていいと伝えていきたい。 

 

○これから働こうとしている親に対するサービスが少ないように感じる。求職活動をしたくても時間的・金銭的

余裕がなく、専業主婦のため託児も待機が続いている。社会的に「女性の活躍」という風潮がある中、働く

意欲も体力もある女性が社会に出られない制度を見直していただきたい。 

252 10.5%

9 0.4%

基本施策①　乳幼児期の保育・教育の充実と学齢期までの切れ目のない支援 642 26.7%

基本施策②　学齢期から青年期の子ども・青少年の育成施策の推進 133 5.5%

基本施策③　障害児への支援 64 2.7%

基本施策④　若者の自立支援の充実 19 0.8%

基本施策⑤　生まれる前から乳幼児期の一貫した支援の充実 305 12.7%

基本施策⑥　地域における子育て支援の充実 300 12.5%

基本施策⑦　ひとり親家庭の自立支援／配偶者等からの暴力（DV）への対応
　　　　　　　 　と未然防止

23 1.0%

基本施策⑧　児童虐待防止対策と社会的養護体制の充実 40 1.7%

基本施策⑨　ワーク・ライフ・バランスと子どもを大切にするまちづくりの
　　　     　　　推進

334 13.9%

14 0.6%

3 0.1%

263 11.0%

2,401 100%

カ　その他

合計

施策体系等 意見数

ア　計画全般

イ　横浜市の目指すべき姿と基本的な視点

ウ
　
施
策
体
系
と
事
業
・
取
組

エ　教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業に関する量の見込み、確保方策

オ　計画の推進体制
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イ 横浜市の目指すべき姿と基本的な視点 

  

○社会全体で「子どもを育む」という機運が高まらないと、どれだけ個別の事柄が整備されても、子どもの育ち

は豊かにならないと思う。 

○大人の都合ばかりを優先して、子どもを預ける場所をつくるだけなら、子育て支援とはいえないと思う。子ど

もの幸せのために、子どもが保護者に遠慮なく甘えることのできる時間を社会が作ってあげることにも力を

注ぐべきだと思う。 

ウ 施策体系と事業・取組 

  

基本施策① 乳幼児期の保育・教育の充実と学齢期までの切れ目のない支援 

○市内の認可保育所を利用しているが、横浜市のこれまでの待機児童対策の取組については、大変評価し

ている。今後の取組として思うことは、そもそもの待機児童と言う意味では、認可保育所を希望しているにも

関わらず、入所できない子どもたちをどうしていくかだと思うので、児童福祉法第 24 条 1 項にある通り、市町

村の保育実施義務として、認可保育所を新設・増設するような施策を望む。 

○保育所等での一時保育について、早急な拡充が必要とされている一方で、保育士の確保、スキルの向上

が望まれる。集団保育の中での一時保育の対応についてのスキルを持つこと、さらに、子どもはもちろん、

保護者の気持ちに寄り添うことのできる保育士が望ましい。 

○以前に比べると、市立保育所、民間保育所、幼稚園との交流や情報の共有など、つながりが密になったよ

うな気がする。また、市の単位でも近隣の地域との連携も始まったようなので、いろいろなアイデアや新しい

事業が立ち上がることを期待したい。ただ、「待機児童ゼロ」ありきで、進めるのではなく、「保育の質の確

保」は、必ず実施した上での施策を行ってほしい。 

○障害のある子どもの、保育所や幼稚園での受け入れについて、現場では待ったなしの状態が続いている。

保育所でも、幼稚園でも、どの子も育ちあえる環境をつくるために、早急な職員体制の充実、障害への学

びと保育技術の向上を望む。 

○放課後児童クラブ・放課後キッズクラブ双方の利点や特性を踏まえて、地域のニーズにあった方策を取る

べきである。 

〇保護者が子どものために適切に放課後児童クラブと放課後キッズクラブを選定できるよう、行政が責任を持

って、丁寧にそれぞれの事業内容の差異について、利用者に説明を行ってほしい。 

〇放課後児童クラブは、保護者が運営に関わっていることもあり、保護者同士のつながりや地域とのつながり

が強いように思う。これは、事業計画にもある地域全体での子育てにつながる。放課後キッズクラブだけで

はなく、放課後児童クラブの拡充が必要だと思う。 

 

基本施策② 学齢期から青年期の子ども・青少年の育成施策の推進 

○青少年の地域活動拠点づくりについて、現状の 5 か所の取組状況が、関係者にもほとんど知られていない

という現状や、児童館がないという本市の実情を踏まえ、ただ設置数を増やすというのではなく、拠点が持

つ機能や果たすべき役割について具体的に記載する必要があるのではないか。 

○ひきこもりや無業状態の若者への支援も重要だが、問題が顕在化する前の、小学校や中学校に専門家を

配置し、一人ひとりに細やかに対応し、規則正しい生活が送れるようにするための支援ができるように予算

を考えていただきたい。 
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基本施策③ 障害児への支援 

○すべての家族が障害を受け容れることは容易ではない。障害の子をもつ親の中には、親自身にも障害があ

ったり、精神疾患を患っている場合も増えている。受け止めるタイミング等も家族の状況に応じたきめ細や

かな支援を望む。 

○不登校になっている障害児の対応として、学齢期の間にその要因を家族と学校だけが抱えるのではなく、

学校生活と家庭生活を支える第三者機関の存在が必要。そして関わる機関が連携し、卒業後の選択肢が

少しでも拡がるよう協力していくことが望まれる。 

基本施策④ 若者の自立支援の充実 

○高校中退後や卒業後に、就労せず社会的支援ともつながらない若者を、居場所提供や就労支援事業だ

けで参加させることは難しいと思われる。若者にとって、その場所に来たいと思わせる興味の持てるものを

提供するためにも、地域にある資源(人、居場所)の活用を考える必要がある。 

○生活困窮状態の若者に対する相談支援事業(若者サポートステーション拡充事業)について、若者サポート

ステーションに相談員を配置とあるが、現状はそこへ行けない若者の方が圧倒的に多いと思われる。そのよ

うな若者への対応を検討していくことが必要。 

基本施策⑤ 生まれる前から乳幼児期の一貫した支援の充実 

○産前産後ヘルパー派遣事業について、産前にも使えるようになったことはよいが、積極的な周知や工夫が

もっと必要。 

○「妊娠 SOS 相談窓口」は、妊婦にとって、身近で相談しやすい場所、休日でも対応できる場所に設置し、生

きた窓口となることを望む。 

○妊娠届を出す時の面談で、もう少し母のニーズや不安要素を見つけ出すことによって、虐待や母子のひき

こもりを防止・発見できるとよい。 

○第１子の新生児訪問や赤ちゃん訪問は、１度だけで意味があるのか。出産後３、４か月頃が一番心労がピ

ークになると思う。 

○中学卒業まで医療費免除制度がある自治体もある中、横浜市は小１まで、しかも収入制限が１歳からあり、

とても子育てにやさしい自治体とは言えないのではないか。 

 

基本施策⑥ 地域における子育て支援の充実 

○すべて大切で重要な施策だが、中でも「地域における子育て支援の充実」は特に必要性を感じる。ボラン

ティアで地域の子育て支援に携わっているが、そこで母親たちが手助けや情報が少ない中、いかに子育て

に悩み、苦労しているか実感する。そんな母親・父親、そして子どもたちを支援する場が増えればと思う。 

○日頃、利用している地域子育て支援拠点には、とても感謝している。子どもたちも母親たちも楽しめるイベ

ントに参加することによって、子どもたちは、たくさんの仲間たちと一緒に遊んだり、何かを作ったり、社会性

を学んでいるようだ。私達母親も、とても楽しいし、何より子どもの笑顔がたくさん見られることがうれしい。悩

んでいたら、スタッフさんが話しやすい雰囲気を作ってくれる。 

○保育所子育てひろばや私立幼稚園はまっ子広場事業について、子どもたちが過ごせる園の開放について

その資源が増えていくことは望ましいものの、実践者同士の連携やその中身については地域子育て支援

事業者同士がまずは交流しながらそのあり方を共に相談し合える場が必要ではないか。 

○仕事をしていなくても気軽に一時保育を利用したい。夫の帰りも遅く、ほとんど１人で子育てしていると、息

苦しさも感じることもある。息苦しい時にリフレッシュできる環境が大事だと思う。 

○知らない土地へ引っ越してきて、友達がいない。子育てする上で、情報交換できる場が多くあると安心だ。 
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基本施策⑦ ひとり親家庭の自立支援／配偶者等からの暴力（DV）への対応と未然防止 

○ひとり親家庭支援全般において、当事者への事業周知が弱い。情報提供できる機会は必ずあると思うの

で、周知方法の改善を望む。 

○ＤＶとは何か？今の自分がその状況に当てはまると理解できずにいる人がまだまだ多いのが現状である。

まずは、女性が多く集まる場所（親子の居場所や保護者会など）で理解を促す勉強会の実施や、企業等で

の啓発などで、正しい知識を周知する必要がある。 

基本施策⑧ 児童虐待防止対策と社会的養護体制の充実 

○近年の全国的なニュースでも、子どもへのＤＶやそれに近い虐待が日常茶飯事となっている。子どもを虐

待から守る施策の充実を期待する。 

○退所後の自立支援には、生活相談に加え、卒業後の就職支援や仕事を継続するためのケアも必要と考え

る。 

○児童養護施設・里親養育など社会的養護により育つ子ども、施設や育ての親である里親について、一般市

民に向けた啓発活動が必要。 

基本施策⑨ ワーク・ライフ・バランスと子どもを大切にするまちづくりの推進 

○子どもを産み、育てた後も社会復帰しやすい形態や雇用環境、企業周知等に一体的に取り組んでほしい。 

○地域にいる高齢者も今、社会に積極的に関わることを期待されており、孫育て支援のみでなく、活動の場を

作るべき。 

○電車に乗るとやさしく声をかけてくれる人もいるが、冷たい目線の人もまだまだ多く、気軽に乗れない。 

○エレベーターやエスカレーターのない駅が多すぎて困るので、もう少し増やしてほしい。 

エ 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業に関する量の見込み、確保方策 

  

○施設の定員数と入所希望児童数が合えば「待機児童ゼロ」という考えではなく、働く人の立場にたって、無

理なく保育所に通園ができるように、余裕をもって保育所をつくっていただきたい。 

○幼稚園在園児（3 歳～5 歳）を対象とした一時預かり事業（預かり保育）に重点が置かれ、在園児以外の家

庭で子育てをしている市民への一時預かり事業に関する整備計画が不十分。 

オ 計画の推進体制 

  

○基本施策の「施策の目標・方向性」の中で「指標」が示され、また「量の見込み・確保方策」が算出されてい

るが、計画の進捗管理や評価については数値による把握だけでなく、施策を展開していく過程の評価や、

利用者による評価など、質にも着目した多面的な方法を取り入れてもらいたい。 

 
 
３ 事業計画策定に向けた今後のスケジュール（予定） 

  12 月下旬～27年１月上旬 横浜市子ども・子育て会議（パブリックコメントの結果及び計画原案に

ついて検討） 

１月下旬 パブリックコメントの結果公表 

２月   平成 27年第 1回市会定例会において計画原案を議案として上程 

３月   計画策定 
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43b横浜市



， [加市ryJÆ~
子ども ・予育て支援法!こ基づき、平成27年4円から始まる子ども ・予青て支援新制度|こ向けて、各市町村は 5

年を 1期とする子ども ・子育て支援事業計画を策定し、事業を実施することとされています。
本市では、次世代育成支援対策推進法!こ基づき策定している「かがやけ横浜こども青少年プラン後期計画 (平成

22~26年度) Jを継承する計画にも位置づけ、子ども ・手育て支援法及び次世代育成支援対策推進法の両法|こ基
づく計画として、幅広く本市の子ども ・膏少年のだめの施策を推進していきます。

なお、本計画は、計画期間を平成27年度から31年度までの 5か年とし、生まれる前から乳却児期を経て、青少
年期|こ至るまでの、概ね20歳までの手ども ・青少年とその家庭を王な対象とします。

砂出生率は微増傾向|こありますが、依然として少子化か、進展しています。
険予どもの数の減少、三世代同居の減少、ひとり親家庭の増加など|こより、家族の規模ガ、縮小しています。
砂母親のフルタイム就労 ・共働き世帯の割合ガ、増加しています。
砂家族類型や就業スタイル等か、多様化しており、働く ・働かないlこかかわらず¥いずれの選択ち尊重し、支援して
いくことが、大切です。なお、本市では、結婚 ・出産 ・育児を機|こ仕事を辞める女性が多く、再就職率も高くない
状況が多くみられます。

砂未就学児をもっ家庭lこおける就労中の父親の帰宅時間は、 65%が20時以降であり、その結果、平日|こ予どもと
一緒lこ過ごす時聞は、 0 ~ 1 時間という父親か、 4 劃以上となっており、 父親lこ子どもと過ごし芝いという希望ガ、
あっても、それが叶わない労働環境ガ多いという現状かあります。

砂依然として、地域で過ごしだり、積極的|こ近所付き合いをする人刀、少ない状況です。
ト情報化社会の進展!こ伴い、子ども自身や保護者が情報機器に触れる機会が増加しており、そのこと!こよる生活や
行動、心身等への影響か、懸念されています。

砂共働きの家庭が増えている中でも、依然として手育てや家事は母親lこ負担がかかっている状況です。
砂ひきこもりの青少年は推計で8，000人、無業状態は推計で、57，000人となっていま寸。
砂子どちの貧困率は上昇しており、手ども ・青少年の青ちゃ就学 ・進学、就職の際!こ困難な状況|こ陥る可能性ガ増
大しています。

s 
目指すべ き盗

未来を創る子ども・青少年の一人ひとりが自分の良さや可能性を需揮し、豊かで幸せ怠主主きお
を切り拓く力、ともに温かい社会をつくり出していく力をはぐくむことができるまち Zょこはま』

・ 予 どち ・青少年は、未来を創る力 である

・ 予 ども ・青少年の持 つ力を、 大人が関わりを通して最大限引 き出す

. 育ちの連続性を大切lこし、乳幼児期から青少年!こ至る成長を長い視野でとらえていく

・ 「子ども ・青少年にとって」の視点をすべて由市民が共有し、 地域で子ども ・青少年を育てる

.・・E晶画通量 昌也量調函温-・・・・・・・・・・・・・ ψ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

施篇分野

基本施策① |乳幼児期 の 保 育 ・教育の充実と学齢期までの切れ目の な い支媛

基本施策② |学齢期から青年期の子どち ・青少年の育成施策の推進

基 本施策③ |障害児へ の支援

基本施 策④ |若者の自立 支援の充実

主基本施策⑤ |生まれる前から乳却 児期の一貫し芝支援の充実

基 本施策⑥ |地域lこおける予育て支援の充実

基本施策⑦ |ひとり親家庭の自立支援/配偶者等からの暴力(DV)へ の 対 応 と未 然防止

基本施策⑧ |児童虐待 防止対策と社会的養 護体制の充実

基本施策⑨ |フーク ・ライフ ・バランスとそ子どもを大切lこするまちづく りの推進

施策分野

2 

施策分野

3 
0....................................................................................................・



4 
，ι5主~~llD. 子ども・青少年が様々な力をはぐくみ、健やかに育つ環境をつくる

砂 基本施策①4 未就学期の保育・教育の充実と学齢期までの切れ目のない支援

く現状と課題〉
.働く女性が増え、保育二ーヌ、は増加しています。

ま定幼稚園での長時間保育の利用も増えています0

.保育所、幼稚園、認定こども園から小学校への円
滑な接続を図っていく必要ガ、あります。

.保育・教育の質の維持・向上ガ、求められています0

.特別な支援を必要とする手どもへの保育・教育環
境の確保ときめ細やかな支援が、必要です。

・小学校入学を機|こ仕事と育児の両立が困難lこなる、
いわゆる「小 1の壁」への対応ガ、応、要です。 .

主な指標

保育所待機児童数

放課後19時までの居場所づくり
①放課後キッスクラブの整備率
②必要芯分割・移転を終え芝放課後児童クラブの割合

く施簾の主な目標・方向性〉

大質の高い乳幼児期の保育・教育基盤を確保

します。

女多様な「保育・教育」二一ズへの対応と充

実を図ります。

女放課後の居場所を充実させます。

女人材の確保・定着・育成及び質の維持・向

上を進めます。

直近の現状値 目標値 (31年度末)

20人 0人
(26年4月) (32年4月)

①26.0% ①100%(全校)
② 8.0% ②100%(分割・移転を終え芝
(25年度) 全クラブ)

砂 基本施策② ‘ 学齢期から青年期の子ども・青少年の育成施策の推進

〈現状と諜題〉
・人とのつながりや支えあいの中で、子どち・青少
年が自己肯定感を育んでいくことガ、難しく走よって
います。

.不登校、ひきこもり、経済的困窮等、様々な困難
!こ直面している子ども・青少年lこ対して、切れ目
のない支援を行う必要があります。

.青少年育成|こ取り組む人材の育成や、青少年育成
の定めの活動の活発化と効果的な推進を図る必要

. ガ、あります。

主 な 指 標

青少年地域活動拠点の年間延べ利用人数

砂 基本施策③ ‘ 障害児への支援

.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〈現状と課題〉

・軽度の知的障害児や知的な遅れのない発達障害児

の増加か

.地域療育センタ一の新規利用児がi増普加しています。

.保育戸所庁、 却稚園、認定こども圏、小学校、療育セ

ンタ一、特別支援学校、区役所等が連携し、切れ

目の芯い支援を行うことか、重要です。

. ・・.... . . . ... .... . . . . . . . . . . . ......... . . . .. . .・
王 な 指 標

地域療育センターの初診待機期間

放課後等デイサービス利用者数
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〈施策の主な目標・方向性〉

女子ども・青少年が自らの生き方を考え、進

路を選択する力が島|こつけられる環境を整

えま寸。

ヲ貸手ども・青少年を取り巻く課題に対し、育

ちの連続性を視野!こ入れ、社会全体で早期

発見・早期支援に取り組みます。

女子ども・膏少年か将来lこ夢や希望を持ち、

困難を乗り越えていけるよう支援します。

直近の現状値

42，927人
(25年度)

目標値 (31年度末)

142，200人

〈結策の主な目標・方向性〉

*t也域療育センタ を中心としだ支援を充実

します。

女療育と教育の連携!こよる切れ目のない支援

を進めます。

女学齢障害児|こ対する支援を充実します。

*市民の障害への理解を促進する定めの取組

を進めます。

直近の現状値 目標値 (31年度末)

3.5か月
2.8か月

(25年度)

92，522人
507，000人

(25年度)



本施策④ ‘ 若者の自立支援の充実

く現状と課題〉 〈蹄策の主な目標・方向性〉
*若者自立支援機関|こよる相談支援を充実し

ます。
.若者のうち、ひきこもり状態が少芯くとち約

8，000人、無業状態が約57，000人と推計されてい
ます。支援につなか、っていない若者をどのように
支援|こつなげていくかが課題です。

.支援が、l必要な小・中学生等!こ対し、生活sz援・学
習支援等仁より将来の進路選択の幅を広げ、自立
し芝生活を送れるようにずることか、必要です。

i…社会一一一ぇl る若者ガ、自立|こ向けてステップ7ップでき
l るような支援!こ取り組みます。
i 女手ども一人ひとりが¥家庭の状況lこかかわ

らず、将来の自立|こ向けていきいきと学び、
のびのびと成長していくだめの環境を整え
ます。

・社会的な支援を受けながら働きつづけることが、で
. きる環境づくりが、必要で、す。

主な指標 直近の現状値 目標値 (31年度末)

若者自立支援機関の新規利用者数
2，085人

2，800人(25年度)

若者自斗支援機関の継続的吏援lこより自立に改善が 917人
1，500人

みられ定人数 (25年度)

EeitE552EJZ司・・ 出産・子育てがしやすく、子育てが楽しいと思える場境をつくる

砂 暴本施策⑤‘ 生まれる前から乳幼児期の一貫した支援

〈現状と課題〉
@結婚年齢の上昇等|こ伴い、 35歳以上の高年齢で妊
娠・出産される方の増加傾向が続いています。

〈施策の主な目標・方向性〉

*妊娠・出産lこ関する正しい知識の普及啓発

及び妊娠 ・出産に関する相談体制の整備を
.自分の子どもが生まれるまで赤ちゃんの世話をし

定ことが芯い人は74%にのぼっています。
.希望する妊娠・出産を実現できるよう、若い世代

の男女|こ対する妊娠・出産lこ関する正確芯情報が
的確に提供される必要ガ、あります。

;一l女安心・安全な妊娠・出産lこ向けだ医療体制

l を確保します。

目 女親子ガが、i地也域で
.産後うつ病の発症頻度は約10%と高<、発症し左

場合は母親の健康状態芝けでなく、不適切な養育

のリスク要因となる可能性があります。 .

主な指標

妊娠届出者lご対する面接を行つ左割合

第1手出生数!こ対する新生児訪問を行っ左割合

きるよう3麦E訂j援墨します。
*産前産後のケアを充実させます。

直近の現状値 目標値 (31年度末)

91.5% 
95.0% 

(25年度)

79.9% 95.0% 
(25年度)

砂 纂本施策⑥‘ 地織における子育て支援の充実

〈現状と課題〉

・本市調査では、子育てについて不安を感じだり白 . 
信ガ、もてなくなることか、あっ左と回答しだ人の割

合は、妊娠中では56.5%、出産後半年くらいでは
74.6%、現在においても60.9%1こ及んでいます。 人

.子育てを楽しく、安心して行う芝め|こ必要なサポ } 
卜として、地域|こおける親子の居場所への二一 :ず

ズが高い状況です。 .
.子育ての現状や子育て支援の必要性を理解で、きる : 

ように地域ぐるみで子育て家庭!こ寄り添う環境づ
. くりが、必要です。

主な指標

〈施策の主な目標・方向性〉

実親子がともに様々な人との交流や豊かな体

験か、できる場・機会の充実を図ります。

女子育てをあ疋だかく見守り、地域ぐるみで

子育て家庭|こ寄り添う環境づくりを進めます。

女一時的!こ手どちを預けることか、できる場の

拡充と、市民同士での預かり合いを推進し

ます。

*親子の個別二一ズに応じて、必要な施設・

制度を円滑に利用できるよう支援します。

直近の現状値 目標値 (31年度末)

子育て中の親子がいつでも利用できる地域子育て支援の場の数(週3日以上開設のもの) ①18か所
①23か所

①地域手育て支援拠点 ②50か所
②70か所

②親と予のつどいの広場 ③52か所
③74か所

③保育所予育てひろば、幼稚園はまっ手広場 (26年6月)

-3-



砂 基本施策⑦ ‘ ひとり親家庭の自立支援/配偶者等からの暴力(ov)への対応と未然防止

.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.
〈現状と課題〉

.ひとり親のうち、母子家庭の約4割か、年間総収入

か、300万円未満lこ留まっています。

.ひとり親家庭が置かれている状況は、就業の形態

や子どもの年齢、疾病や障害、親の健康状態等lこ
よって様々芯課題があります。

・配偶者暴力相談支援センタ や警察における暴力

相談等の対応件数ガ増加しています。

.本市調査で|革、配偶者やパ トナ から暴力にあ

左る行為を受け左経験|こついて、 「何度もあっ芝」
11、 2度あつだ」と答え左人は、男女とも|こ約

40%となっています。

主な指標

ひとり親家庭の就労者数

ひとり親家庭等目立支援事業利用者数

〈施策の主な目標・方向性〉

*ひとり親家庭への総合的な自立支援を行い

ます0

I *DV被害の防止|こ向けて、相談・支援、職員Iの一町一…関係
l 機関との連携促進、啓発等|こ取り組みます。

I *DV被害者等の相談・吏援及び自立吏援を行

います。

女女性緊急一時保護の受入先の確保と母子生

活支援施設IZおいて居住場所を提供します。

直近の現状値 目標値 (31年度末)

314人 1，900人
(25年度) (6か年累計)

4，627人
5，300人

(25年度)

-4;2E552EJZB. 自助・共助・公助の意識を大切にし、社会全体で子ども・青少年を育てる環境をつくる

惨 事本施策⑧‘ 児童虐待防止対策と社会的養護体制の充実

.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〈現状と課題〉 く施策の主な目標・方向性〉
-児童相談所への児童虐待相談・通告受理件数及び新左|こ把 女児童虐待対策を総合的lこ進めます。
握し疋児童虐待件数は過去最多となっています。 女児童養護施設等の整備、養育環境の充実や

.児童虐待|こよる死亡事例や重篤事例が発生しており、虐待
が深刻化する前の早期発見・早期対応ガ求められています。 老栢化等|こ対応します。

. ~横浜市手供を虐待から守る条例』の制定|こより、地域や 女里親等lこよる養育支援を進めます。

関係機関と連携し左児童虐待防止対策のさらなる強化が求 女横浜型児童家庭支援センターの設置を推進
められています。 します。

.養膏lこ課題をかかえる家庭15増加し、深刻で複雑な事例も増
えているlこもかかわらず、支援メ二ユ は相談とホ ムヘル

*施設退所|こ向け定自立支援・アフターケア

プのみで、在宅生活を支えるサービスガ不十分な状況です。 の強化を図ります。

.児童養護施設の退所後lこ家族による支援が得られず、経済
的な困難や精神的な不安、社会的な孤立をも芝らすことが
少なくない状況です。 • . ... ....... . . . . ...... . ..... . . . . .... . .... .・

主な指標 直近の現状値 目標値 (31年度末)

虐待死の根絶
1件/年

0件(25年度)

児童養護施設の入所待ち児童数
198人 63人

(25年度)

砂 基本施策⑨‘ ワーク・ライフ・バランスと子どもを大切にするまちづくりの推進

.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.
〈現状と課題〉

・夫婦共働き世帯の増加や、手育て世代の男性の長
時間労働の傾向が続いています。

.企業|ことっては、両立支援やフーク・ライフ・パラ
ンスの推進か、企業の成長や業績に及ぼす成果を感
じlこくいだめ、取組への動機付けが難しい状況です0

・子育ての喜びを社会で共育し、手どもにとって心
豊かに育つ環境を全ての人ガっくり出していける
よう|之、社会全体で;子どもを大切lこする機運を醸
成していくことが、必要です。 .

主な指標

フーク・ライフ・バランスlこ取組んでいる企業の割合
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〈施策の目標・方向性〉

*フーク・ライ フ ・バランスと多様な働き方

ができる環境づくりを推進します。

女子どもを大切|こする社会的な機運を醸成し

ます。

*安全・安心のまちづ、くりを進めます。

直近の現状値

28.1% 
(25年度)

目標値 (31年度末)

40% 



手ども ・手育て支援法!こ基づく事業計画|こおいては、保育 ・教育及び地域子ども ・子育て支援事業|こついて、 5
か年の量の見込み(利用|こ闘するこーズ量)、確保方策(量の見込みlこ対応する整備量と実施時期)を定める必要

があります。

25年度|こ実施しだ 「横浜市予ども ・子育て支援事業計画の策定lこ向け足利用二一ズ把握のだめの調査」を活用し、

量の見込みを算出するととも|こ、それlこ対応する定めの確保方策を作成します。

なお、地域の二一ヌ、によりきめ細かく対応する定め、 行政区単位で作成します。

保育・教育の量の見込み、確保方策

待機児童解消や多様な保育 ・教育二ーズへの対応を図る芝め、既惇の保育 ・教育資源を最大限|こ活用するととも

lこ、必要な保育所及び却保連携型認定こども圏、 地域型保育事業等を整備します。

単位 ー人 ※1新制度では、保育 ・教育施設及び事業の

認定区分 (※1)

3号 2雪 1号

0歳 1 -2歳 3-5歳 3-5歳

I <26年度の状況〉 4，809 21，974 33，220 54，818 

* 1号のみ25年度実績

<31年度に目指す状況〉

量の見込み 6，551 23，456 39，979 48，797 

認定こども園・保育所・却稚園
確

5，891 20，377 39，848 41，173 

保 確認を受けない羽稚園(※2) 7，624 

万 地域型保育(※3)・横浜保育室 660 3，079 131 
策

計 6，551 23，456 39，979 48，797 

地織子ども・子育て支援事業の量の見込み、確保方策

利用!こあだっては、保育の必要性|こ応じ

尼支給認定を受ける必要刀、あります。

年齢 保育の必要性 認定区分

満3歳以上 なし 1 主口吉明O)I1'人rにr 

満3歳以上 あり 2号認定

3歳未満 あり 3号認定

※2新制度lこ移行せず、現行制度のまま継続

する却稚園を指します。

※3施設より少人数で、 3歳未満の手どもを

保育する事業で、家庭的保育、小規模保育、

事業所内保育、居宅訪問型保育の4種類

があります。

在宅で子育てをされている万も含めだすべてのミ子育て家庭を支援するだめ、親子が交流できる居場所を増やすな

ど、 地域の二一ス、に応じ左多様な予ども ・子育て支援を充実させます。

事 業 名 指標 (単位) 25年度実績

妊婦健康診査事業 母予とも|こ安心・安全主主出産を迎えるため、妊婦健康彦査を定期的|こ受診する 延べ受診回数(年間)
372，490 

ことか、できるよう、費用の助成や受診勧奨を行います。 (回/年)

地域の訪問員が生後4か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、育児情報

こんはちは赤ちゃん
の提供や養育者の話を聴くこと!こより育児不安の軽減を図り、支援が必要な場

訪問件数 (件) 26，409 
合は保健師等の支援!こつ怠げます。また、地域の訪問員と親子が顔見知りZな

訪問事業
ることで、日常的な交流のきっかけを作り、予どもを地域で見守るまちづくり (訪問率(%)) (85.9) 

を援進し児童虐待の予防巴つ芯げます。

ショートステイ 児童を養育する家庭|こおいて、保護者の疾病、子育ての疲れ等の理由Cより、 延べ利用者数(年間)
56 

子育て 児童の養育が 時的|こ困難Iz!eょった場合C、児童家庭支援センタ一等で児童の (人/年)

短期支援 '・ー-.----------- 短期的怠預かりを行うことで、子どもや家庭への在宅支援の充実を図ります。 園圃圃圃圃圃『・・ 噌

事業
卜7イライトステイ

-ショートステイ 宿泊を伴う預かり 延べ利用者数 (年間)
-トフイライトステイ 夕方から夜間|こかけての預かり (人/年)

1，212 

母子生活Q:援施設緊急
DVからの避難や経済的困窮等から、緊急の保護を要する母子を一時的に母子

延べ利用世帯数(年間)
生活麦援施設に入所させ、直面する身体 ・生命の危機から母子を保護するとと 62 

時保護事業
もに、相談、支援等を行い、母手世帯の福祉の向上を図ります。

(世帯/年)

家庭訪問 不適切怠養育や児童虐待を防止するため、育児不安等を抱える家庭巴継続的12. 延べ実施回数(年間)
4，135 

育児支援 訪問等をすることで、安定した養育が可能仁左主るように支援します。まだ、乳 (回/年)

家庭訪問 幼児健康診査の未受診者の状況把握を行い、必要怠支援を行うととも仁、育児
事業

ヘルパ
不安~育児困難を抱える養育蓄を対象仁、自分|之合つだ子育ての万法を学び、 延べ実施回数(年間) 1，137 安心して育児ができる親支援プログラムを行いま寸。 (固/年)

家庭訪問 虐待!こついて通報・相談等があり、児童相談所が虐待ケースとして把握し、継
延べ実施回数 (年間)

2，816 
養育支援 続支援している義育者C対し、養育者の育児不安の傾聴、育児相談 ・支援、家

(回/年)

家庭訪問 '・._--_._--_.-------
事援!I1J等のため、養育Q:援家庭訪問員及び養育支援ヘルパーを派遣し、虐待の

.....・・・・・・・・a・・・・・・・ーー・--_._.--・・・・・・・............

事業
ヘルパー 再発防止等を図ります。 延べ実施回数(年間)

4，599 
(回/年)

こども青少年局及び各区巴おいて、児童虐待防止巴関する広報・啓発、関係機

要保護児童対策地域協議会 閣との連携強化、体制の整備・強化、人材育成、組織的対応の強化、支援策の 個別ケース検討会議件数

(児童虐待防止答発地域 充実、地域巴おける児童虐待防止の芝めのネットフークづくりなどを推進し、 (年間) 897 

連携事業の fls) 児童虐待の未然、防止から早期発見・重篤化の防止、更巳1"再発予防巴至るまで、 (件/年)
児童虐待対策を総合的lこ進めます。
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事業名 指標(単位) I 25隼度実績

病児保育事業 病気叉1<:):病気回復期で集団保育が困難怠児童を医療機関併設の施設であ預かり 実施箇所数 17 
し ます。(か所)

保育コンシ工jレジユ事業 保護者のニ ヌと保育・教育を適切|ご結びつけ、子育て家庭への支援を図ると 実施箇所数 18 
とも!こ、待機児童の解消lこつなげます。(か所)

i也減子育て支援拠点|こ 三子育て中の親予の個別ニーズ巴応じて、多様な保育・教育施設や地域の子ども・ 実施箇所数
おける利用者受援 手育て支援事業等を円滑こ利用できるよう、各区の地域子育て支援拠点cおいて、 (か所)~ I (新規)

情報提供・相談・援問・防言などを行う利用者支媛を新主主に実施します。

時間延長サービ (タ延長) 多様化する就業形態巳対応するだめ、認定こども冨や保育所等巴おいて、保育 利用者数
ス 時間 (8時間・ 11時間 ) を 超 え る 時間帯の保育を実施します。(人/月i' I 5，888 

放課後キッ 「放課後児童クラブ」は、放課後児童健全育成事業として、保護者が労働等巴
ズクヲブ 低学年 より、放課後C帰宅する時間帯に家庭にい怠い児童に対し、地践の理解と協力 8，518 

(一一昔日)、 … ………  の「下放、課放後課キ後ツ|ズこ安ク心ラしブて」過はご、ぜ学る校場施を設提を供利し用ましす「。はまっ子ふれあいスクール」 利用(人者)数

放課重後 ブ 高学年 のすべての児童の交流の湯と「放課後児童クラブ」の留守家庭児童対応の場の 3，243 
児クラ 役割を兼ね備えだ事業として、安全で快適怠放課後の居場所を提供します。

地域子育て支援拠点、
親と予のつどいの広湯 親子が遊び、交流できる居湯所の提供、ミ子育て相談、子育て巴関寸る情報の提延べ利用者数(月間)I 50，096 

保育所子育てひろば等 供等を行います。(人/月)

幼稚園 1号認定利用 認定こども園・幼稚園で、在園児を主な対象とし定 時預かりを実施します。 540，689
さら巴、就労等を理由|こ定期的な長時間の預かりを希望するこ ズC対応する

預かり保育 :2号認定利用 とともに、待機児童の解消を図るだめ、長時間保育を実施します。 484，644

保育所(一時保育) 保護者等のパ ト就労や病気等巴より一時的lこ家庭での保育が困難怠渇合や、
保護者のリフレッシユの定めに、保育所、認定こども圏、横浜保育室でミ子ども 159，389 

横浜保育室(一時保育) を一時的巴預かります。
ー・ー・・ーーーーーー・ーーー・.圃.・・..._ーーーー・.・..._ー ，_・・ーーーー・.・・ 圃圃'ー_..._ー合唱昏喧圃ーー・・・_"・ ー-ー・・・ー・・-----圃ー・_，ーー_...-ー・_._.・......_---ーー'"ーー.・・・・・・・・ー_"・・"・....・ー'"・.

生後57日~小学校入学前のミ子どもを、理由を問わず 時的巴預かります。子育

て中の養育者が、少しの閏Z子どもと離れて、リフレッシユし左り、用事を済ま
事L紛児一時預かり せだりできる機会を提供することl之より、子育て巴伴う身体的・精神的負担感 67，804 

の軽減を図る之とを目的としています。 延べ利用者数(年間)
(人/年)

親と子のつどいの広場での 部の親と予のつどいの広場1こおいては、普段から利用されている万の子ども 2.860 
一時預かり を対象lこ、広場のスペスを活用し定一時預かりを行います。
-・・ーー・・ー・・・・・・・・・・ 4・・・・・・・ー・・・・・・・4・・・・・ー・・ ー・・ー・・ーー...........・・・・ 4・・・4・"・4・4・4・・ーーーー・・ー................・・・4・・・4・・4・4・・・ 4・.....ー.・・・・ー・・・・ー・・・・・・・・4・・・・・・4・・・・・・・・ー・ーー・・・ー・・・・・・ ・・・・ーー・ーー・・・・ー・・ー・ー.

横浜子育てすポートシスーム 「子どもを預かつてほしい人」が引用会員として、「子どもを預かる人」が提供会員 45，799 
ア として登録し、会員相互の信頼関係のもと!こ子どもの預け、預かりを行います。

ーー------------------------------_...ーー"ー・・・."ー・・.・ーー・ーー・_.._-ー・・ーーーー-_..‘・ーー'"ー.・・ーー・-------・ー----・・・昏合唱・ー・・・・・ー-_.._..._

24時間緊急時保育 保護者の病気や仕事以どで、緊急|之子どもを預け毛よければ怠ら怠くなった時、 2.022 
保育所で時的|こお預かりします。夜間・宿泊も含め、 24時間365日対応します。

ー・・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・圃圃，，_・ーーーーーーーーーーーーーーーーーー・ーーーーー・・圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃・・・・・・・・・・・ ................... . 

休日保育( 時保育) 仕事の都合など|こより、日曜や祝日巴家庭で保育ができないとき、保育所で子 476 
どちを預かります。

e 

17，129 

7，334 

582，178 

697，435 

380，529 

87，840 

5，376 

57，953 

3，504 

4，157 

本市では、計画の策定lこ向けて、学識経験者、手

育ての当事者や支援者、保育 ・教育関係者などから

構成される「横浜市子ども ・ミ子育て会議」を設置し、

議論を行っています。本会議は子どち ・手育て支援
施策の総合的 ・計画的な推進!こ関して必要芯事項や

施策の実施状況等を調査審議する場!こ位置付けられ

ています。その定め、計画策定後も、計画lこおける

実施状況や評価!こついては、三子ども .子育て会議で

審議を行っていきます。

「横浜市子ども・子育て支援事業計画J(仮称)

PLAN 

《計画の策定》

O横浜市手ども・
子育て会議|こおけ 1 ..0IIII

る審議等を踏まえ 匂固
定計画の策定 l 可

0目標の設定

。。
《計画の推進》

O様々な主体との連
携・協働|こよる事
業の実施

ACT 
《事業の継続・鉱充、

計画の見直し》

O予算編成過程巴お

ける事業検討
O必要に応じて、計
画中間年を目途c
量の見込み ・確保
方策を見直し

令
CHECK 

《実施状況等の
点横・評価》

O横浜市子ども・ 三子
育て会議!こおいて、
事業の実施状況を
毎年点検・評価
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素案についての意見記入用紙

。御意見の種類げ工ツクを付けてください ず

口横浜市の目指すべき姿と基本的な視点

口基本施策① 口基本施策② 口基本施策③

口基本施策④ 口基本施策⑤ 口基本施策⑥

口基本施策⑦ 口基本施策⑧ 口基本施策⑨

口量の見込み、確保方策 口その他

4砂御意見をお書きください。

.以下は差支えない範囲で御記入く ださい。

【性別】 男 ・ 女 【年齢】 歳代



E塁五1F.J 8 81J''; 1 2ヨヨ韮週

‘込_V/
1¥ ~で

三込V仁
イlで

御意見 l歩
①郵送、②FAX、③電子メールのいずれかの万法でお寄せくたささい。
・宛先/横浜市こども青少年局企画調整課予ども・子育て新制度準備担当

1郵送今下記のハガキ
2FAXニシ045-663-1925
3電予メール二判くd-ilくen@citγ.γ01くohama.jp

・提出|こあ芝つては、次のことを御記入ください。
1氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名、担当者名)
2住所
3御意見

* * 

* 

「横浜市子ども・手育て支援

御留意い定だき定いこと
・い芝だい芝御意見|こついては、御意見の概要とそれ|こ対する横浜市の考え方として取りまと
め、後目、公表します。個別の回答はしかねますので、御ゴ承ください。

.電話での御意見は受け付けていませんので、御遠慮ください0

・この意見募集でお寄せい芝だいだ御意見は、内容を検討の上、
事業計画J (仮称)の策定の参考lこ利用させていだだきます。
氏名及び住所は、責任ある意見を求める趣旨lこより記載していだだいています。
なお、御意見の提出!こ伴い取得しだメール7ドレス、 FAX番号等の個人情報は「横浜市個
人情報の保護lこ関する条例」の規定|こ従い適正!こ管理し、御意見の内容に不明な点、か、あつだ
場合等の連絡・確認の目的lこ限って利用します。

* 

*今後のスケジュール(予定)*

*26年12月8日/意見募集終了

*27年 1月 /結果公表

3月 /計画策定

料金受取人払郵便 231-8790 
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横浜市こども青少年局

企画調整課

子ども・子育て新制度準備担当

きりとり線

郵 便はがき ; 

横浜市中区港町1-1

差出有効期限

平成26年12月26日

まで

|くお問い合わせ・御意見の提出先I
横浜市こども青少年局企画調整課
子ども・子育て新制度準備担当

・住所:T231-0017 横浜市中区港町 1-1 
・電話:045-67ト3722
.FAX: 045-663-1925 
・電子メール:1くd-shinseido@citγ.γ01くohama.jp
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ホームページ:I横浜市新制度Jで検索

[URL ]の
http://www.city.γokohama.lg.jp/1くodomo/shien-new / 

-氏名

-企業・団体名・部署名(企業・団体の方はご記入ください)

|平成26年11月発行|
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